
事務所ニュース　２０１９年夏号　巻頭挨拶（弁護士　佐渡島
啓）
このニュースの原稿を書いている時点では、まだ参院選がおこなわれていません。憲法改正案の発議の危機はどうなっているのか……。し
かし、いずれにしても、日本国憲法を活かし、人権を護るというわたしたち埼玉総合法律事務所の信念に変わりはありません。
そんな当事務所に今年の上半期は大きな出来事が二つありました。
まずは、事務所創設者である宮澤洋夫先生の引退。事務所には出ていなくても「存在」することが当たり前だった宮澤先生がいなくなるこ
とは、私たちに残された所員にとって大きな試練です。しっかりと乗り越えていきたいと思います。
もう一つは、約四年ぶりの事務所内の席替え。固定席のない「フリーアドレス」の法律事務所も増えているようですが、整理整頓の苦手な
弁護士が多い当事務所ではこれは難しい。しかし、何年も同じ席で仕事を続けていると、やはりマンネリ化するもの。久しぶりに席を移動
して強くそう思います。
心機一転、宮澤先生の事務所創設の思いを受け継ぎつつ、新しい埼玉総合法律事務所もお見せできるよう、所員一同、精進してまいります。

弁護士　佐渡島　啓

 

あっせん委員を務めて（弁護士　佐渡島　啓）
労働局のあっせん委員を務めて一年強になります。月に二件程度のペースで、解雇や退職勧奨、賃金未払、パワハラ・セクハラといった労
働者と使用者との間のトラブルの解決に努めてきました。
私たち弁護士は、通常、一方当事者の代理人として活動します。しかし、あっせん委員では、この立ち位置とは違い、中立的な立場で労使
双方の言い分に耳を傾けなければなりません。最初はこの違いを意識しすぎて、やや戸惑うこともありました。
しかし、あっせん委員として件数をこなしているうちに、代理人としての活動も、あっせん委員としての事件処理も、結局は目の前にいる
当事者の話をよく聞くことが一番大事なんだろうと思い至るようになりました。
特に、あっせん手続では弁護士など法律家が代理人に就くことはほとんどないので、当事者からの生の訴えがダイレクトにあっせん委員に
届いてきます。これを中立的な立場ではあってもしっかりと受け止める努力をすることで、あっせん手続がスムーズに進行するようになっ
たと実感しています。
このようなあっせん委員として有意義な経験を、代理人活動にも生かして、さらに皆さんのお役に立てるよう精進いたします。
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北朝鮮情勢と憲法改正（弁護士　佐渡島　啓）
 

昨年は、米朝関係を発端とする戦争勃発が脳裏をよぎる一年でした。

しかし、昨年末にグテーレス国連事務総長が北朝鮮に対して、平昌五輪を米朝戦争回避に活用するように求めたとされる通り、北朝鮮が平
昌五輪に選手・代表団を送り、これに対して米韓は五輪中の合同軍事演習を見送りました。そして、二度の南北首脳会談を経て、紆余曲折
を経ながらも六月一二日に米朝首脳会談が実現しました。

この米朝首脳会談については、否定的な論調も目立ちますが、「戦争、核の脅威、長距離ミサイルの脅威から抜け出させた」（文在寅大統
領）ことは間違いないでしょう。
四月二七日に南北首脳が署名した板門店宣言には、「核のない朝鮮半島を実現するという共通の目標を確認した」だけでなく、今年中の朝
鮮戦争の終戦、休戦協定の平和協定への転換も盛り込まれています。この夏に予定されていた米韓軍事演習や海兵隊交流訓練も中止すると
発表されました。

今回の米朝首脳会談は、英仏の譲歩がナチス・ドイツの勢力拡大に寄与したと評価されるミュンヘン会談が引き合いに出されることもあり
ます。もちろん、すぐに朝鮮半島の雪解けという期待は甘いかもしれません。戦後の米中の国交回復も、米中共同声明から約七年後の一九
七九年でした。
しかし、大きな流れが見えてはいないでしょうか。日本を取り巻く安全保障環境が厳しい…という北朝鮮脅威論を念頭に置いた日本政府頻
出のフレーズも、今後は変化するかもしれません。

このように、おそらく朝鮮半島が歴史的な転換点にある状況で、これから改正議論が本格化するであろう私たちの憲法と、朝鮮戦争に端を
発した戦後の安全保障体制は今後どうあるべきなのか、改めて真剣に考えていきたいと思います。

弁護士　佐渡島　啓

https://saitamasogo.jp/archives/74139


 

労働局のあっせん手続（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

　昨年１０月から、埼玉労働局でのあっせん手続の委員を務めています。

　このあっせん手続は、労働紛争（解雇や残業代、労働条件の変更、職場内のいじめなど）を対象に、迅速かつ簡便に解決を目指すもので、
手続費用がかからないという特徴もあります。

　ただし、あっせん手続には、申請を受けた被申請人（多くは使用者側）が手続への参加を拒むことができ、また、裁判とは違ってあっせ
ん委員が判断を下すことはないという制約があります。あくまで話し合いによる解決を図るものです。

　このような大きな制約があるにもかかわらず、昨年度、埼玉労働局で終結した二八四件のうち、六四件で和解が成立しています。労使と
もに、不幸にも紛争が起きてしまっても、早期解決することに一定のメリットがあると考えていることがうかがえます。

　これまでは弁護士として、依頼者の方の主張に沿った代理人活動を通じて紛争解決を目指してきましたが、あっせん手続の場では、これ
とはまた違った立場から労使紛争の迅速な解決に尽力していきたいと思います。
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プレ金（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

今年の４月２８日の金曜日、ツイッターでこんなつぶやきが流れたそうです。

プレミアムフライデーって何だよ、俺たちにそんなのねーよ、もともとホワイトな企業がさらに驚きの白さになるだけだろ、アリエールか
よ。

プレミアムフライデー、いわゆるプレ金、経産省によれば、個人が幸せや楽しさを感じられる体験（買物や家族との外食、観光等）や、そ
のための時間の創出を促すことで、ライフスタイルの変革、地域等のコミュニティ強化、デフレ的傾向を変える、といった効果につなげる
取り組みだそうです。

というわけで、プレ金は労働政策よりは経済政策に重点がありますし、先のつぶやきが嘆くようにプレ金で早期退社が実施されている職場
はごくわずかですが、しかし、長い目で見れば、これは私たちの働き方に変化を与える一つのきっかけになるのではないか、そんな調査結
果が日本生産性本部から公表されました。

新入社員を対象とした「働くことの意識」調査において、（１）職場の同僚、上司、部下などとは勤務時間以外はつきあいたくないという
回答が前年比約１０％増の３０･８％、（２）職場の上司、同僚が残業していても、自分の仕事が終わったら帰るという回答も前年比約一
〇％増の４８・７％で、この五年ほど続いていた新入社員のワークライフバランスに対する意識が高くなる傾向が、今年の調査でより一層
顕著となったのです。

プレ金で早く職場を出ても他の日に仕事が積み残って残業になるだけ、そんな冷ややかな先輩社会人の声も、これからの「ゆとり世代」は
かき消していく働き方をしていくのではないか、厚労省も導入することにしたプレ金が長時間労働対策の一貫にならないものか、世間では
忘れ去られそうなプレ金を私は注目し続けたいと思います。

過労死等対策推進シンポジウム（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

昨年一一月、私も準備に携わった過労死等対策推進シンポの埼玉会場は、一昨年に引き続いて二五〇名を超える参加を得て、大盛況でした。
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講師の山本晴義医師からは、「一日決算主義」をキーワードにしたお話がありました。
平日は寝不足、その分週末には寝溜めして、普段やらない運動も無理して頑張って、という週単位の生活ではかえってストレスを抱えてし
まい、マンデーブルーに陥ると。
平日でも休日でも変わらず早寝早起きを心がけて、ラジオ体操でもいいから毎日一五分は身体を動かして、三十分は人と対話して、寄る寝
るときに「いい一日だった」と思えるようにストレスを日々「決算」するのが大事だと。

過労死・過労自殺を撲滅するためには、国が労働時間規制を適切におこない、また、使用者が労働者の心身の健康に配慮した安全配慮義務
を果たすことが必要ですが、それだけでなく、労働者自身も健康的なライフスタイルを確立することが大切です。
山本医師は著書も多数ありますから、ぜひ皆さんも参考にして、「一日決算主義」を試してみてはいかがでしょうか。

相続法が変わる？（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

介護をしたことは相続で反映されるのですか？
相続のご相談でよく受けるご質問です。

被相続人の介護に費やした労力を、相続でどう反映するかは大きな問題です。
寄与分制度で一定の評価をすることにはなっていますが、必ずしも十分ではないというのが多くの方の印象かもしれません。

さらに問題になるのは、非相続人（典型的には「長男の嫁」）が被相続人の介護をおこなってきた場合の解決です。
長男の嫁は相続人ではありませんから、寄与分の主張はできません。
長男の補助者とみて長男の寄与分の中で処理するケースもありますが、長男が死亡していて代襲相続する子もいない場合にはどうするのか、
問題が残ります。

この点について、現在検討されている相続法改正の中間試案では、非相続人でも介護に貢献した人は、相続人に対して金銭請求ができると
いう制度が盛り込まれました。
とても大きな制度変更ですが、介護問題の重要性を示しています。

中間試案ではほかにも、婚姻期間の長い配偶者の法定相続分を増やしたり、遺言制度を改正することなども提案されています。
この夏、法務省が中間試案について意見公募をおこないます。
皆さんもご意見を届けてはいかがでしょうか？
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安全配慮義務（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

昨年１０月、とある企業内研修会で、安全配慮義務をテーマに講演をしてきました。

安全配慮義務とは、職場における労働者の安全と健康を確保する使用者の義務のことです。
例えば、業務中の転落事故で労働者が怪我をした場合、労災保険による保険金支給のほか、使用者が転落防止措置を十分に備えていなけれ
ば、労災保険では支給されない慰謝料等を使用者に直接賠償請求できることがあります。

この安全配慮義務違反は、過労死・過労自殺の事案でも問題になります。
使用者が労働者に長時間労働を課さないなど安全配慮義務を怠らなければ、過労死・過労自殺は根絶できるものです。

私も開催に関わった、昨年１２月の過労死等防止対策推進シンポジウム（埼玉会場）は約２００名の参加で大盛況でした。
今年も、使用者が安全配慮義務を尽くし、過労死・過労自殺をはじめとする労働災害が発生しない労働環境のために力を注ぎたいと思いま
す。

クレーム対応（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

先日、日本チェーンストア協会からお声がけいただき、難クレームの法的対応等について勉強会の講師を務めてきました。

スーパー等での実際の事例が題材だったのですが、どのようなケースでも、まずは事実関係の確認が初めの一歩になります。
しかし、認知症や精神疾患を抱えている方のクレームの訴えや、食品など対象物が消費されている場合には、事実関係の確認だけで一苦労
です。

裁判であれば、被害を訴える側がその被害について具体的に主張立証しなければ、その訴えは簡単には認められません。
しかし、お客様対応の観点からは、なかなかこのようには割り切れません。
そのため、スーパー等の現場の方々は、このような難クレームについて真摯に対応すべく、熱心に学習されていました。

店舗や役所、病院、学校等、ありとあらゆる場面でクレームに関する問題が生じています。これまで私たち弁護士がこのようなクレームに
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関わるのは、多くが訴訟になってからでした。
しかし、もっと手前の段階で弁護士をご利用いただくことで、より早く、柔軟な解決が見込めることもあります。
私たちも学習を積みたいと思います。

仁川地方弁護士会（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

昨年１０月、埼玉弁護士会のメンバー約２０名で、会と姉妹提携をしている韓国・仁川地方弁護士会を訪問した。
２泊３日のスケジュールでは、片言の英語と焼酎入りビールの一気飲みで盛大に盛り上がった宴会だけでなく、両国でトピックな法律問題
をそれぞれ報告するセミナーもおこなった。

仁川弁護士会からは、今年から韓国で始まった法曹一元の説明を受けた。
これまでは韓国も日本同様に、司法試験合格者は一定期間の研修後に裁判官・検察官・弁護士とそれぞれの道に進んでいたが、これを当初
は３年以上、２０２２年以降は１０年以上弁護士等の経験を有することを裁判官の任用条件としたのである。

法曹一元は英米法系の国では古くから採用されている制度であるが、今回韓国で導入された大きな理由には、韓国国民による司法不信があっ
た。
例えば、出世コースをはずれた裁判官が定年よりもはるか前に退官して弁護士に転身するケースが多く、経験豊富な裁判官による裁判を受
けられないという事態が生じたり、あるいは、途中退官した元先輩裁判官の弁護士に担当裁判官が事件処理で配慮する慣行があると言われ
ていた。

日本でも１０年ほど前には法曹一元が司法改革の一つとして議論されていたが、裁判所等の抵抗が強く、現時点では実現する見通しはない。
しかし、司法に対する国民の不信という不幸がきっかけであったとはいえ、法曹一元という劇的な制度改革を実現した隣国のダイナミック
な動きに多少の興奮をおぼえると共に、果たして日本の司法は国民に信頼されているのか、様々なことが頭に浮かびながらの帰国であった。
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